
 

 日田市森林整備計画変更箇所 （新旧対照表） 

 

変更後 変更前 

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

 (前略) 

こうした中、花粉発生源への対策、偏った人工林の齢級構成の平準化、素材供

給量や将来の資源量の確保をはかるため、一定量の主伐を進めることが必要で

ある。併せて、適切な規模、方法による伐採作業や、路網整備等による低コスト

化を図ることでの再造林経費の軽減と林業従事者の担い手確保により、着実な

再造林を推進していくことで、水源の涵養、温室効果ガスとなる二酸化炭素の吸

収、土砂流出防止等の森林の有する公益的機能を将来にわたり最大限に発揮さ

せていくことが重要である。 

２～３ （略） 

Ⅱ  森林の整備に関する事項 

第１ 森林立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

１～２(１)～(３)ア～ウ (略) 

(３)  

エ 伐採の時期については、標準伐期齢以上を目安とし、森林経営計画の対象と

なっている森林については、標準伐期齢以上とする。なお、森林の公益的機能の

維持増進や地域の森林の構成等に配慮し、木材等資源の効率的な循環利用や生

産目標に応じた林齢で伐採すること。 

２(３) 

オ～キ (略) 

ク その他立木の伐採方法及び集材については、大分西部地域森林計画で定め

る「 ５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 （５）林産物の搬出方

法」に適合したものとすること。 

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

 (前略) 

こうした中、素材供給量の確保、偏った人工林の齢級構成の平準化、将来の資

源量の確保をはかるため、一定量の主伐を進めることが必要である。併せて、適

切な規模、方法による伐採作業や、路網整備等による低コスト化を図ることでの

再造林経費の軽減と林業従事者の担い手確保により、着実な再造林を推進して

いくことで、水源の涵養、温室効果ガスとなる二酸化炭素の吸収、土砂流出防止

等の森林の有する公益的機能を将来にわたり最大限に発揮させていくことが重

要である。 

２～３ （略） 

Ⅱ  森林の整備に関する事項 

第１ 森林立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

１～２(１)～(３)ア～ウ (略) 

(３)  

エ 伐採の時期については、標準伐期齢以上とし、森林の公益的機能の維持増進

や地域の森林の構成等に配慮し、木材等資源の効率的な循環利用や生産目標に

応じた林齢で伐採すること。 

 

２(３) 

オ～キ (略) 

ク その他立木の伐採方法及び集材については、大分西部地域森林計画で定め

る「林産物の搬出に関する事項 （５）林産物の搬出方法」に適合したものとす

ること。 



 

３ その他必要な事項(１)～(４)  (略) 

(５)花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促進する。 

第２  (略) 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間

伐及び保育の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法①～② (略) 

③ 間伐の間隔 

平均的な間伐の実施期間は、植栽本数に応じたものとして上記表（間伐を実施す

べき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法）を標準とする。ただし、植栽本数

2,500 本/ha 以上の場合、スギの標準伐期齢以上は 17 年、ヒノキの標準伐期齢

以上は 20年とする。なお、間伐実績のある林分で高齢（老齢）な場合（61年生

以上）は、計画的間伐対象森林から除くことができる。 

２～３ (略) 

第４～第５ １(略) 

第５ ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域及び当該区域内における施業の方法 

【別表１】区分 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林(水源涵養保

安林) 

土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林(土砂流出・土砂崩壊防備保安林及び附属資料(11)記載の森林) 

３ その他必要な事項  

【別表３】 

 

３ その他必要な事項(１)～(４)  (略) 

(新設) 

第２  (略) 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間

伐及び保育の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法①～② (略) 

③ 間伐の間隔 

平均的な間伐の実施期間は、植栽本数に応じたものとして上記表（間伐を実施す

べき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法）を標準とする。ただし、植栽本数

2,500 本/ha 以上の場合、スギの標準伐期齢以上は 17 年、ヒノキの標準伐期齢

以上は 20 年とする。なお、林分で高齢（老齢）な場合（スギは 71 年生以上、

ヒノキは 81年生以上）は、計画的間伐対象森林から除くことができる。 

２～３ (略) 

第４～第５ １(略) 

第５ ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域及び当該区域内における施業の方法 

【別表１】区分 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

 

土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林 

３ その他必要な事項  

【別表３】 

 



 

【別表４】 削除 

 

 

 

第６～第８ １(略) 

第８ ２ 

２ 路網の整備と木材生産を推進する区域に関する事項 

 森林の木材等生産機能が比較的高く、計画期間内に作業路網等の整備

と併せて効率的な森林施業を推進する区域を設定する。 

設定については、幹線となる林道等の利用区域であること、地域の要請

等を考慮し、急峻地や地質、土壌が脆弱な箇所は極力避けることとする。 

路網の整備と木材生産を推進する区域については、次表のとおりとす

る。 

３ 作業路網の整備に関する事項 

(１) ア (略) 

イ 基幹路網の整備計画 

 

【別表４】 

第６～第８ １(略) 

第８ ２ 

２ 路網の整備と木材生産を推進する区域に関する事項 

 森林の木材等生産機能が比較的高く、計画期間内に作業路網等の整備

と併せて効率的な森林施業を推進する区域を設定する。 

設定については、幹線となる林道等の利用区域であること、地域の要請

等を考慮し、急峻地や地質、土壌が脆弱な箇所は極力避けることとする。 

木材生産重点区域については、次表のとおりとする。 

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

(１) ア (略) 

イ 基幹路網の整備計画 

 

 

 



 

４ (略) 

第９ (略) 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ １ (略) 

 

第２ (略) 

Ⅳ (略) 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

４ (略) 

第９ (略) 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ １ (略) 

 

 

第２ (略) 

Ⅳ (略) 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

２～５ (略) 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

(１)～(３) (略) 

(４) 未整備森林に関する事項 

森林経営管理制度の推進にあたり、未整備森林区域は次表のとおりとする。 

 

 

 

２～５ (略) 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

(１)～(３) (略) 

(４) 未整備森林に関する事項 

森林経営管理制度の推進にあたり、未整備森林区域は次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 


